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資料１-２ 

 

（中略） 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、福井県健康福祉部地域医療課において行う。 

 

（中略） 

 

 

附則  

この要綱は、平成２８年２月２６日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和５年２月８日から施行する。 

 

 

（中略） 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、福井県健康福祉部健康医療局地域医療課において行う。 

 

（中略） 

 

 

附則 

この要綱は、平成２８年２月２６日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和５年２月８日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和６年３月１３日から施行する。 

 

                                          

資料１－２ 


